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一
 

／ 
三

八
 

 

○
水
質
汚
濁
防
止
法

抄

 

  

第
六
十
四
回
臨
時
国
会 

第
三
次
佐
藤
内
閣 

改
正 

昭
和
四
六
年 

五
月
三
一
日
法
律
第 

八
八
号 

同 

四
七
年 

六
月
二
二
日
同 

第 

八
四
号 

同 

五
一
年 

六
月 

一
日
同 

第 

四
七
号 

同 
五
三
年 

六
月
一
三
日
同 

第 

六
八
号 

同 

五
五
年 

五
月 

七
日
同 

第 

四
一
号 

同 

五
八
年 
五
月
二
六
日
同 

第 

五
八
号 

 

五
月
二
七
日
同 

第 
 

同 

五
九
年 

七
月
二
七
日
同 

第 

六
一
号 

同 

六
〇
年 

七
月
一
二
日
同 
第 

九
〇
号 

平
成 

元
年 

六
月
二
八
日
同 
第 

三
四
号 

同 
 

二
年 

六
月
二
二
日
同 

第 
三
八
号 

同 
 

五
年
一
一
月
一
九
日
同 

第 

九
二
号 

同 
 

七
年 

四
月
二
一
日
同 

第 

七
五
号 

同 
 

八
年 

六
月 

五
日
同 

第 

五
八
号 

同 

一
〇
年 

五
月 

八
日
同 

第 

五
四
号 

同 

一
一
年 

五
月
二
一
日
同 

第 

五
〇
号 

同 

一
一
年 

七
月
一
六
日
同 

第 

八
七
号 

同 

一
一
年
一
二
月
二
二
日
同 

第
一
六
〇
号 

同 

一
二
年 

五
月
三
一
日
同 

第 

九
一
号 

同 

一
五
年 

六
月
一
八
日
同 

第 

九
二
号 

同 

一
六
年 

四
月
二
一
日
同 

第 

三
六
号 

同 

一
六
年 

六
月 

九
日
同 

第 

九
四
号 

同 

一
七
年 

四
月
二
七
日
同 

第 

三
三
号 

同 

一
八
年 

六
月
一
四
日
同 

第 

六
八
号 

同 

二
二
年 

五
月
一
〇
日
同 

第 

三
一
号 

同 

二
三
年 

六
月
二
二
日
同 

第 

七
一
号 

同 

二
三
年 

八
月
三
〇
日
同 

第
一
〇
五
号 

同 

二
五
年 

六
月
二
一
日
同 

第 

六
〇
号 

同 

二
六
年 

六
月
一
八
日
同 

第 

七
二
号 

同 

二
八
年 

五
月
二
〇
日
同 

第 

四
七
号 

同 

二
九
年 

六
月 

二
日
同 

第 

四
五
号 

令
和 

四
年 

六
月
一
七
日
同 

第 

六
八
号 

水
質
汚
濁
防
止
法
を
こ
こ
に
公
布

 

水
質
汚
濁
防
止
法 

目
次 第

一
章 

 

第
二
章 

排
出
水
の
排
出
の

―

第
十
四
条
の

 

第
二
章
の
二 

生
活
排
水
対
策
の

の
五―

第
十
四
条
の
十

 

第
三
章 
水
質
の
汚
濁
の
状
況
の

―
 

第
四
章 

―

第
二
十
条
の
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二
 

／ 
三

八
 

第
五
章 

―
 

第
六
章 

―
 

附
則 

第
一
章 

総
則 

 

第
一
条 

こ
の
法
律

工
場
及
び
事
業
場
か
ら
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る

水
の
排
出
及
び
地
下
に
浸
透
す
る
水
の
浸
透
を
規
制

生
活

排
水
対
策
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
等

公
共
用
水
域
及
び
地
下

水
の
水
質
の

の
水
の
状
態
が
悪
化
す
る
こ
と
を
含

以

下
同

防
止
を
図

国
民
の
健
康
を
保
護
す
る
と
と
も
に

生
活
環
境
を
保
全

並
び
に
工
場
及
び
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
及

び
廃
液
に
関
し
て
人
の
健
康
に
係
る
被
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
事
業
者

の
損
害
賠
償
の
責
任
に
つ
い
て
定

被
害
者
の
保
護
を
図

る
こ
と
を
目
的

 

 

 

第
二
条 

こ
の
法
律

沿
岸
海
域
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
さ
れ
る
水
域
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
公
共

溝
渠

こ
う
き
よ

用
水
路
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
さ
れ
る

び
第
四
号
に
規
定

す
る
公
共
下
水
道
及
び
流
域
下
水
道

同
条
第
六
号
に
規
定
す
る

終
末
処
理
場
を
設
置

流
域
下
水
道
に
接
続
す
る
公
共

下
水
道
を
含

除

 

２ 

こ
の
法
律

次
の
各
号
の
い
ず
れ 

か
の
要
件
を
備
え
る
汚
水
又
は
廃
液
を
排
出
す
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の

 

一 

カ
ド
ミ
ウ
ム
そ
の
他
の
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ

る
物
質
と
し
て
政
令
で
定
め
る

含

 

二 

化
学
的
酸
素
要
求
量
そ
の
他
の
水
の

に
よ
る
も
の
を
含

前
号
に
規
定
す
る
物
質
に
よ
る
も
の
を
除

示
す
項
目
と
し

て
政
令
で
定
め
る
項
目
に
関

生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ

れ
が
あ
る
程
度

 

３ 

こ
の
法
律

第
四
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
水
域
の
水
質
に
と
つ
て
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
程
度

の
汚
水
又
は
廃
液
を
排
出
す
る
施
設
と
し
て
政
令
で
定
め
る
施
設
で
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
に
設
置

 

４ 

こ
の
法
律

有
害
物
質
を
貯
蔵

若
し
く

は
使
用

又
は
有
害
物
質
及
び
次
項
に
規
定
す
る
油
以
外
の
物
質
で
あ
つ

て
公
共
用
水
域
に
多
量
に
排
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
人
の
健
康
若
し
く
は
生

活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
質
と
し
て
政
令
で
定
め
る

第
十
四
条
の
二
第
二
項

製
造

貯
蔵

使
用

若
し
く
は
処
理
す
る
施
設

 

５ 

こ
の
法
律

重
油
そ
の
他
の
政
令
で
定

め
る

貯
蔵

又
は
油
を
含
む
水
を
処

理
す
る
施
設
で
政
令
で
定
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三
 

／ 
三

八
 

６ 

こ
の
法
律

を
含

以
下
同

設
置
す
る
工
場
又
は

公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
水

 

７ 

こ
の
法
律

特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚

水
又
は
廃
液

 

８ 

こ
の
法
律

有
害
物
質

施

設
に
お
い
て
製
造

使
用

又
は
処
理
す
る

定
施
設
を
除

設
置
す

る

地

下
に
浸
透
す
る
水
で
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
係
る

こ
れ
を
処

理
し
た
も
の
を
含

含

 

９ 

こ
の
法
律

の
生

活
に
伴
い
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る

を
除

 

 

第
二
章 

排
出
水
の
排
出
の
規
制
等 

 

 

第
三
条 

排
水
基
準

排
出
水
の

に
よ
る
も
の
を
含

以

下
同

環
境
省
令
で
定

 

２ 

前
項
の
排
水
基
準

有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態

排
出

水
に
含
ま
れ
る
有
害
物
質
の
量

有
害
物
質
の
種
類
ご
と
に
定
め

る
許
容
限
度

他
の
汚
染
状
態

前
条
第
二
項
第
二

号
に
規
定
す
る
項
目

項
目
ご
と
に
定
め
る
許
容
限
度

 

３ 

都
道
府
県

当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
属
す
る
公
共
用
水
域

そ
の

か
ら
判
断

第
一
項
の
排
水
基
準
に
よ
つ

て
は
人
の
健
康
を
保
護

又
は
生
活
環
境
を
保
全
す
る
こ
と
が
十
分
で
な

い
と
認
め
ら
れ
る
区
域

区
域
に
排
出
さ
れ
る
排
出
水

の
汚
染
状
態

政
令
で
定
め
る
基
準
に
従

条
例

同
項
の

排
水
基
準
に
か
え
て
適
用
す
べ
き
同
項
の
排
水
基
準
で
定
め
る
許
容
限
度
よ

り
き
び
し
い
許
容
限
度
を
定
め
る
排
水
基
準
を
定

 

４ 

前
項
の
条
例

当
該
区
域
の
範
囲
を
明
ら
か
に
し

 

５ 

都
道
府
県
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
排
水
基
準
を
定
め
る
場
合

当

該
都
道
府
県
知
事

環
境
大
臣
及
び
関
係
都
道
府
県
知
事

に
通
知

 

 

に
関
す
る

 

第
四
条 

環
境
大
臣

公
共
用
水
域
の
水
質
の
汚
濁
の
防
止
の
た
め
特
に
必

要
が
あ
る
と
認

都
道
府
県
に
対

前
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
排
水
基
準
を
定

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
排
水
基
準

を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
勧
告

 

 

 

第
四
条
の
二 
環
境
大
臣

人
口
及
び
産
業
の
集
中
等

生
活
又
は
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二

三
 

／ 
三

八
 

 

の

 

第
二
十
六
条 

国

汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
技
術
の

が
人

の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
研
究
そ
の
他
公
共
用
水
域
及
び
地

下
水
の
水
質
の
汚
濁
の
防
止
に
関
す
る
研
究
を
推
進

成
果
の
普
及

に
努

 

 

 

第
二
十
七
条 

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
命
令
を
制
定

又
は
改
廃
す
る

場
合

命
令

制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に

必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内

所
要
の

に
関
す

る
経
過
措
置
を
含

定

 

の

 

第
二
十
七
条
の
二 

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限

環
境
省
令

で
定

地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き

 

 

で
定
め
る
市
の
長
に
よ
る
事
務
の

 

第
二
十
八
条 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事

の

の
五
第
一
項
及
び

の

の
九
第
六
項
並
び
に
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
事
務
を
除

一
部

政
令
で
定

政
令
で
定

め
る

を
含

次
項
に
お
い
て
同

長
が
行
う
こ
と
と
す

 

２ 

前
項
の
政
令
で
定
め
る
市
の
長

法
律
の
施
行
に
必
要
な
事
項
で

環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
を
都
道
府
県
知
事
に
通
知

 

平
一
一
法
八
七
・
平
一
一
法
一
六
〇
・
平
二
二
法
三
一
・
平
二
三
法

 

の

 

第
二
十
八
条
の
二 

第
四
条
の
五
第
一
項
及
び

び
第
二
項
並
び
に
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務

 

 

と
の

 

第
二
十
九
条 

こ
の
法
律
の
規
定

地
方
公
共
団
体

次
に
掲
げ
る
事
項

に
関
し
条
例
で
必
要
な
規
制
を
定
め
る
こ
と
を
妨

 

一 

排
出
水

第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
項
目
に
よ
つ

て
示
さ
れ
る
水
の
汚
染
状
態
以
外
の
水
の

に
よ
る

も
の
を
除

関
す
る
事
項 

二 

特
定
地
下
浸
透
水

有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
以
外
の
水

の
汚
染
状
態
に
関
す
る
事
項 

三 
特
定
事
業
場
以
外
の
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ

る
水

有
害
物
質
及
び
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
項

目
に
よ
つ
て
示
さ
れ
る
水
の
汚
染
状
態
に
関
す
る
事
項 
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を
定
め
る

 
一

 

／ 
二

四
 

 

○
排
水
基
準
を
定
め
る
省
令

抄

 

  

改
正 

昭
和
四
六
年 

七
月 

一
日
総
理
府
令
第
四
一
号 

同 

四
九
年 

九
月
三
〇
日
同 

 
 

第
六
五
号 

同 

四
九
年
一
一
月
一
九
日
同 

 
 

第
七
〇
号 

同 

五
〇
年 

二
月 

三
日
同 

 
 

第 

三
号 

同 

五
一
年 

六
月
二
四
日
同 

 
 

第
三
七
号 

同 

五
二
年 

八
月
二
六
日
同 

 
 

第
三
八
号 

同 

五
六
年 

六
月
二
三
日
同 

 
 

第
三
九
号 

同 

六
〇
年 

五
月
二
七
日
同 

 
 

第
三
〇
号 

同 

六
一
年 

六
月
二
一
日
同 

 
 

第
三
八
号 

平
成 

元
年 

四
月 

三
日
同 

 
 

第
一
九
号 

同 
 

二
年 

二
月
一
七
日
同 

 
 

第 

一
号 

同 
 

二
年 

七
月 

七
日
同 

 
 

第
三
六
号 

同 
 

三
年 

六
月
二
一
日
同 
 

 

第
二
九
号 

同 
 

五
年 

八
月
二
七
日
同 

 
 

第
四
〇
号 

同 
 

五
年
一
二
月
二
七
日
同 

 
 

第
五
四
号 

同 
 

七
年 

七
月
一
二
日
同 

 
 

第
三
六
号 

同 
 

九
年 

一
月
一
三
日
同 

 
 

第 

三
号 

同 

一
〇
年 

九
月
二
四
日
同 

 
 

第
五
六
号 

同 

一
二
年 

一
月
二
八
日
同 

 
 

第 

六
号 

同 

一
二
年 

八
月
一
四
日
同 

 
 

第
九
四
号 

同 

一
三
年 

六
月
一
三
日
環
境
省
令
第
二
一
号 

同 

一
五
年 

一
月
二
二
日
同 

 
 

第 

一
号 

同 

一
五
年 

九
月
一
二
日
同 

 
 

第
二
二
号 

同 

一
五
年
一
一
月
二
八
日
同 

 
 

第
三
〇
号 

同 

一
六
年 

五
月
三
一
日
同 

 
 

第
一
六
号 

同 

一
八
年 

一
月
三
一
日
同 

 
 

第 

二
号 

同 

一
八
年
一
一
月
一
〇
日
同 

 
 

第
三
三
号 

同 

一
九
年 

六
月 

一
日
同 

 
 

第
一
四
号 

同 

二
〇
年 

九
月
三
〇
日
同 

 
 

第
一
一
号 

同 

二
二
年 

六
月 

一
日
同 

 
 

第
一
〇
号 

同 

二
三
年 

三
月
一
六
日
同 

 
 

第 

三
号 

同 

二
三
年
一
〇
月
二
八
日
同 

 
 

第
二
八
号 

同 

二
四
年 

五
月
二
三
日
同 

 
 

第
一
五
号 

同 

二
五
年 

六
月
一
〇
日
同 

 
 

第
一
五
号 

同 

二
五
年 

九
月 

四
日
同 

 
 

第
二
〇
号 

同 

二
六
年
一
一
月 

四
日
同 

 
 

第
三
〇
号 

同 

二
七
年 

五
月 

一
日
同 

 
 

第
二
〇
号 

同 

二
七
年 

九
月
一
八
日
同 

 
 

第
三
三
号 

同 

二
八
年 

六
月
一
六
日
同 

 
 

第
一
五
号 

同 
二
八
年
一
一
月
一
五
日
同 

 
 

第
二
五
号 

同 

三
〇
年 

四
月
一
〇
日
同 

 
 

第 

九
号 

同 

三
〇
年 
八
月
二
八
日
同 

 
 

第
一
八
号 

令
和 

元
年 
六
月
二
〇
日
同 

 
 

第 

一
号 
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を
定
め
る

 
二

 

／ 
二

四
 

同 
 

元
年
一
一
月
一
八
日
同 

 
 

第
一
五
号 

同 
 

三
年 

九
月
二
四
日
同 

 
 

第
一
五
号 

同 
 

三
年 

九
月
二
四
日
同 

 
 

第
一
六
号 

同 
 

四
年 
五
月
一
七
日
同 

 
 

第
一
七
号 

同 
 

五
年 

九
月
二
九
日
同 

 
 

第
一
四
号 

同 
 

六
年 

一
月
二
五
日
同 

 
 

第 

四
号 

水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基

排
水
基
準
を
定
め
る
総

理
府
令
を
次
の
よ
う
に
定

 

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令 

 

 

第
一
条 

第
三
条
第
一
項
の
排
水
基
準

同
条
第
二
項
の

排
出
水
の
汚
染
状
態

別
表
第

一
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
種
類
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り

他
の
排
出
水
の
汚
染
状
態

別
表
第
二
の
上
欄
に
掲

げ
る
項
目
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲

 

 

 

第
二
条 

前
条
に
規
定
す
る
排
水
基
準

環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り

検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
検
出
値

 

 

附 

則 

 

１ 

こ
の
府
令

法
の
施
行
の

か
ら

施
行

 

 

２ 

附
則
別
表
の
上
欄
の
項
目
ご
と
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る

工
場
又
は
事
業
場
に
係
る

は
燐り

ん

が
海
洋
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン

の
著
し
い
増
殖
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る

水
の
塩
素

イ
オ
ン
含
有
量
が
一

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も

の
を
含

以
下
同

及
び
こ
れ
に
流
入
す
る
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る

も
の
に
限

汚
染
状
態
に
つ
い
て
の
法
第
三
条
第
一
項
の
排
水
基
準

令
和
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

第
一
条
の
規
定

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

 

 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
排
水
基
準

第
二
条
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に

よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
検
出
値

 

 

４ 

窒
素
含
有
量
に
つ
い
て
の
第
一
条
に
規
定
す
る
排
水
基
準
に
関
す
る
法
第

十
二
条
第
一
項
の
規
定

別
表
第
二
の
備
考
６
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣

が
一
の
海
域
を
定
め
た
際
現
に
特
定
施
設
を
設
置
し
て
い
る

の
工
事

を
し
て
い
る
者
を
含

当
該
施
設
を
設
置
し
て
い
る
工
場
又
は
事
業
場
か

ら
当
該
海
域
及
び
こ
れ
に
流
入
す
る
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
排
出
水
に
つ
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IMAFUJ01
四角形



 
 

を
定
め
る

 
一

四
 

／ 
二

四
 

五〇 

 

貴
金
属
製
造
・
再
生
業 

二八〇〇 

備
考 

１ 

上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
種
類
ご
と
に
中
欄
に
掲
げ
る
業
種

そ
の
他
の
区
分
に
属
す
る

に
規
定

す
る
特
定
事
業
場

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

同
時

に
他
の
業
種
そ
の
他
の
区
分
に
も
属
す
る
場
合

改
正
後

の
省
令
別
表
第
一
又
は
こ
の
表
に
よ
り
そ
れ
ら
の
業
種
そ
の
他
の
区

分
に
つ
き
異
な
る
許
容
限
度
の
排
水
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き

当
該
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
排
水
基
準
に
つ

最
大
の
許
容
限
度
の
も
の
を
適
用

 

２ 

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
の
項
中
下
水
道
業

一
定

の

次
の
算
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
た
値
が
一
〇
を
超
え
る

 

 

式

C
i

Q
i

及
びQ

次
の
値
を
表

 

C
i
 

当
該
下
水
道
に
水
を
排
出
す
る
旅
館
業
に
属
す
る
下
水
道
法
上

の
特
定
事
業
場
ご
と
の
排
出
す
る
水
の
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
に

よ
る
汚
染
状
態
の
通
常
の

 

ほ
う
素
の
量
に
関

一
リ

に
つ
き

 

Q
i
 

当
該
下
水
道
に
水
を
排
出
す
る
旅
館
業
に
属
す
る
下
水
道
法
上

の
特
定
事
業
場
ご
と
の
排
出
す
る
水
の
通
常
の

 

一
日
に

つ
き
立
方

 

Q
 

当
該
下
水
道
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
通
常
の

 

一

日
に
つ
き
立
方

 

附 

則 
 

こ
の
省
令

平
成
十
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行

 

附 

則 
 

こ
の
省
令

平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

 

附 

則 
 

抄 

 

第
一
条 

こ
の
省
令

平
成
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行

 

附 

則 
 

こ
の
省
令

平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

 

附 

則 
 

こ
の
省
令

平
成
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行

 
附 
則 

 

抄 

 

第
一
条 

こ
の
省
令

平
成
十
八
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
施
行
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IMAFUJ01
四角形



 
 

を
定
め
る

 
一

五
 

／ 
二

四
 

 
第
二
条 

附
則
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
き
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
業

種
に
属
す
る

に
規
定
す
る
特

定
事
業
場

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

公
共
用
水

域
に
排
出
さ
れ
る

汚
染
状
態
に
つ
い
て
の

水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

排
水

省
令
の
施
行
の

十
八
年
間

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
排
水
基
準
を

定
め
る

の

第
一
条
の
規
定

同
表
の
下
欄
に
掲

 

２ 

附
則
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

を
除

属
す
る
特
定

事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る

に
排
出
さ
れ
る
も
の
を
除

処
理
施
設

当
該
処
理
施
設
に
水
を
排
出
す
る
特
定
事
業
場
の
属

す
る
業
種
に
属

前
項
の
規
定
を
適
用

 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
排
水
基
準

改
正
後
の
排
水
基
準
省
令
第
二
条
の

環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
検
出
値
に
よ
る
も

 

 

第
三
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
水
質
汚
濁
防
止
法
第

二
条
第
二
項
の

の
工
事
が
な
さ
れ
て
い
る
施
設
を
含

設
置
す
る
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
亜
鉛
含
有
量
に
つ
い
て
の

排
水
基
準

施
行
日
か
ら
六
月
間

改
正
後
の
排
水
基
準
省
令

第
一
条
及
び
前
条
の
規
定

従
前
の
例

 

第
七
条 

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
省
令
の
附
則
に
お
い
て

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に

し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用

従
前
の
例

 

附
則
別
表 

 

項
目 

業
種 

許
容
限
度 

亜
鉛
含
有
量 

 

一

に
つ
き
ミ
リ

 

電
気

業 

四 

備
考 

中
欄
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る

水
質
汚
濁
防

止
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
場

以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同

同
時
に
中
欄
に
掲
げ
る
業
種
以
外
の
業
種
に

も
属
す
る
場
合

当
該
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る

排
出
水
の
亜
鉛
含
有
量
に
係
る
排
出
基
準

下
欄
に
掲

げ
る
も
の
を
適
用

 

附 

則 
 

こ
の
省
令

平
成
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

 

附 

則 
 

こ
の
省
令

平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

 

附 

則 
 

こ
の
省
令

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
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IMAFUJ01
四角形

IMAFUJ01
四角形



 
 

を
定
め
る

 
二

二
 

／ 
二

四
 

に
規
定
す
る
も
の
を
い

以
下
同

利
用
す
る
旅
館
業
に
属
す
る
事
業
場
に
係
る
排

出
水

当
分
の

 

 

 

項
目 

許
容
限
度 

水
素
イ
オ
ン
濃
度 

 

海
域
以
外
の
公
共
用
水
域
に
排
出
さ

れ
る
も
の
五
・
八
以
上
八
・
六
以
下 

海
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の
五
・
〇
以
上

九
・
〇
以
下 

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量 

 

一

に

つ
き

 

 

化
学
的
酸
素
要
求
量 

 

一

に

つ
き

 

 

浮
遊
物
質
量 

 

一

に

つ
き

 

 

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出

物
質
含
有
量 

五 

 

 

一

に

つ
き

 

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出

物
質
含
有
量 

 

 

一

に

つ
き

 

三
〇 

類
含
有
量 

 

一

に

つ
き

 

五 

銅
含
有
量 

単
位 

一

に

つ
き

 

三 

亜
鉛
含
有
量 

 

一

に

つ
き

 

二 

溶
解
性
鉄
含
有
量 

 

一

に

つ
き

 

一
〇 

溶
解
性
マ
ン
ガ
ン
含
有
量 

 
一

に

一
〇 
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IMAFUJ01
四角形

IMAFUJ01
四角形



 
 

を
定
め
る

 
二

三
 

／ 
二

四
 

つ
き

 

ク
ロ
ム
含
有
量 

 

一

に

つ
き

 

二 
大
腸
菌
群
数 

 

一
立
方
セ
ン
チ

に
つ
き

 

 

窒
素
含
有
量 

 

一

に

つ
き

 

 

燐り
ん

含
有
量 

 

一

に

つ
き

 

 

備
考 

１ 

に
よ
る
許
容
限
度

一
日
の
排
出
水
の
平
均
的

な
汚
染
状
態
に
つ
い
て
定

 

２ 

こ
の
表
に
掲
げ
る
排
水
基
準

一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
排

出
水
の
量
が
五
〇
立
方

以
上
で
あ
る
工
場
又
は
事
業
場
に

係
る
排
出
水
に
つ
い
て
適
用

 

３ 

水
素
イ
オ
ン
濃
度
及
び
溶
解
性
鉄
含
有
量
に
つ
い
て
の
排
水
基

準

と
共
存
す
る
硫
化
鉄
鉱
を
掘
採
す
る
鉱
業
を

含

属
す
る
工
場
又
は
事
業
場
に
係
る
排
出
水
に
つ
い
て
は
適

用

 

４ 

水
素
イ
オ
ン

マ
ン
ガ
ン
含
有
量
及
び
ク
ロ
ム
含
有
量
に
つ
い
て
の
排

水
基
準

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
及
び
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
際
現

に
ゆ
う
出
し
て
い
る
温
泉
を
利
用
す
る
旅
館
業
に
属
す
る
事
業
場
に

係
る
排
出
水

当
分
の

 

５ 

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
に
つ
い
て
の
排
水
基
準

海
域
及

び
湖
沼
以
外
の
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
排
出
水
に
限
つ
て
適
用

化
学
的
酸
素
要
求
量
に
つ
い
て
の
排
水
基
準

海
域
及
び
湖
沼

に
排
出
さ
れ
る
排
出
水
に
限
つ
て
適
用

 

６ 

窒
素
含
有
量
に
つ
い
て
の
排
水
基
準

窒
素
が
湖
沼
植
物
プ

ラ
ン
ク
ト
ン
の
著
し
い
増
殖
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
湖
沼
と
し

て
環
境
大
臣
が
定
め
る

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
著
し
い

増
殖
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る

水
の
塩
素

イ
オ
ン
含
有
量
が
一

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
も
の
を
含

以
下
同

環
境
大
臣
が
定
め
る
海

域
及
び
こ
れ
ら
に
流
入
す
る
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
排
出
水
に

限
つ
て
適
用

 

７ 

燐り
ん

含
有
量
に
つ
い
て
の
排
水
基
準

燐り
ん

が
湖
沼
植
物
プ
ラ
ン

ク
ト
ン
の
著
し
い
増
殖
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
湖
沼
と
し
て
環

境
大
臣
が
定
め
る

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
著
し
い
増
殖
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を
定
め
る

 
二

四
 

／ 
二

四
 

を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
海
域
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
海
域

及
び
こ
れ
ら
に
流
入
す
る
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
排
出
水
に
限

つ
て
適
用
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